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基礎審査 

 
明らかな未達 

技術提案評価の 

提案上限価格 
以下か 

(1)参加資格審査 

資格等が本町の 

 

(2)書類審査 

優先交渉権者及び次点交渉権者の選定 

合計評価点の算定（最大 100 点） 

価格評価点の算定（最大 25 点） 

失格 

失格 

技術提案評価（最大 70 点） 

実績・体制評価（最大 5 点） 

失格 

失格 

審査開始 

 

第１ 評価基準の位置付け 
東彼杵町新庁舎整備事業事業者選定基準（以下、「事業者選定基準」という。）は、東彼杵町新庁舎整備

事業募集要項（以下「募集要項」という。）「第１１．評価の実施及び結果の通知」に記載する東彼杵町

新庁舎整備事業に係る事業者選定委員会（以下「委員会」という。）における書類審査の評価方法のほ

か、評価にあたっての評価項目、配点等を定めるものである。 

 
第２ 審査の手順 
審査の手順は、次のとおりとする。 

 

図 審査の手順 
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第３ 参加資格審査 
応募者が、募集要項に示す参加資格の要件を満たしているかどうかを審査し、要件の未達項目があ

れば失格とする。 

 
第４ 書類審査 

(1) 基礎審査 
提出された技術提案書の内容が要求水準書を充足しているかについて、事務局が確認する。

基礎審査を充足している場合は適格とし、充足していない場合は失格とする。 

 
(2) 実績・体制評価（配点 5 点） 

応募者及び本業務予定技術者等の実績を評価するため、実績・体制評価に係る提案書【様

式 5-4】を別表１の基準により事務局が定量評価を行い、その結果を委員会に報告する。 

 

(3) 技術提案評価（配点 70 点） 

応募者の技術提案書の内容をプレゼンテーション・ヒアリングも踏まえ、別表２の基準に

より委員会の各委員が評価する。 

 
(4) 提案価格評価（配点 25 点） 

提案価格を評価するため、応募者より提出された提案価格見積書【様式 5-2】に記載され

た金額（提案価格）を別表３の基準により事務局が定量評価を行い、その結果を委員会に報

告する。 

 
(5) 優先交渉権者及び次点交渉権者の選定 

ア 実績・体制評価、技術提案評価及び提案価格評価の評価点を加えた合計評価点を算

定し、応募者の順位を決定する。 

イ 順位が１位の応募者を優先交渉権者、２位の応募者を次点交渉権者とする。 

ウ 合計評価点が同じ応募者が２者以上の場合は、技術提案評価の評価点が高い者を上

位とし、技術提案評価の評価点も同じ場合は、実績・体制評価のうち、担当者の実

績の評価点が高い者を上位とし、実績・体制評価の担当者の実績評価点も同じ場合

は、委員会の判断で決定するものとする。 

エ 技術提案評価の評価点が、満点（70 点）の５割（35 点）を下回った場合は、失格

とする。 
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第５ 評価項目、配点等 
各評価の評価項目や評価の視点、配点については、別表１～３のとおりとする。 

なお、技術提案評価はそれぞれ各委員の評価点を分類ごとに平均して算出する。平均の算出に

あたっては小数点第２位以下を切り捨てた点数とする。 

また、技術提案評価において、各委員は提案された内容を踏まえた上で、評価項目ごとの配点

に以下のウエイトを乗じた点数をもって評価を行うものとする。 

評価 評価のウエイト 

Ａ：特に優れている 1.00 

Ｂ：優れている 0.75 

Ｃ：やや優れている 0.50 

Ｄ：優れている点はあまりない（要求水準と同程度） 0.25 

 
第６ 技術提案書に記載された技術提案の取扱い 

受注した事業者は、本プロポーザルで提出された技術提案書の内容については、本町の指示に

より実施する必要がない部分を除き、確実に履行するものとする。なお、本業務の完了時に事業

者側の責により技術提案書に記載した内容を履行できなかった場合、又は本業務の完了前にあっ

ても履行できないと認められた場合、本町は受注者に対して募集要項「第１５．技術提案書内容

不履行の場合の措置」に記載している違約金等を請求する場合がある。 
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【別表１】実績・体制評価基準（5点） 

分類 様式 評価項目 評価方法 配点 

Ａ 

企

業
実

績 

様 

式 

５ 

❘ 

４ 

ア）応募者

の業務実績 

応募者（応募グループの場合は代表企業・構成企業のいずれか）が以下の業務実績を有する場合に評

価する。 

（a、b はいずれかを評価） 

（c、d はいずれかを評価） 

（e、f はいずれかを評価） 

2.5 

a 延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」の設計業務の元請（応募グループの場合は代表企

業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（1.0 点） 

b 延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」の設計業務の元請（応募グループの場合は代表企

業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（0.5 点） 

c 延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」の建設業務の元請（応募グループの場合は代表企

業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（1.0 点） 

d 延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」の建設業務の元請（応募グループの場合は代表企

業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（0.5 点） 

e 延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」の工事監理業務の元請（応募グループの場合は代表

企業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（0.5 点） 

f 延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」の工事監理業務の元請（応募グループの場合は代表企

業・構成企業のいずれも可とする）としての実績（0.25 点） 

イ）統括責

任者の業務
実績 

統括責任者が以下の業務実績を有する場合に評価する。（a、b はいずれかを評価） 

0.5 
a 延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」における現場代理人、又は「設計管理技術者※3」
としての実績（0.5 点） 

b 延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」における現場代理人、又は「設計管理技術者※3」
としての実績（0.25 点） 

Ｂ 

設

計
業
務 

ア）設計管

理技術者の
業務実績 

設計管理技術者が以下の業務実績を有する場合に評価する。（a、b はいずれかを評価） 

0.5 
a  延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」における「設計管理技術者※3」又は「設計主任技術

者※4」としての実績（0.5 点） 

b  延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」における「設計管理技術者※3」又は「設計主任技術

者※4」としての実績（0.25 点） 

Ｃ 

建

設
業

務 

ア）現場代

理人の業務

実績 

現場代理人が以下の業務実績を有する場合に評価する。（a、b はいずれかを評価） 

0.5 
a  延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」における現場代理人、又は監理技術者としての実績

（0.5 点） 

b  延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」における現場代理人、又は監理技術者としての実績

（0.25 点） 

イ）監理技

術者の業務
実績 

監理技術者が以下の業務実績、資格を有する場合に評価する。（a、b はいずれかを評価） 

0.5 
a  延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」における現場代理人、又は監理技術者としての実績

（0.5 点） 
b  延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」における現場代理人、又は監理技術者としての実績

（0.25 点） 
Ｄ 

工

事

監
理
業

務 

ア）工事監

理業務管理
技術者の業
務実績 

工事監理業務管理技術者が以下の業務実績を有する場合に評価する。（a、b はいずれかを評価） 

0.5 
a  延べ面積 1,500 ㎡以上の「同種事業※1」における「工事監理業務管理技術者※5」又は「工事

監理業務主任技術者※6」としての実績（0.5 点） 

b  延べ面積 1,500 ㎡以上の「類似事業※2」における「工事監理業務管理技術者※5」又は「工事

監理業務主任技術者※6」としての実績（0.25 点） 

合 計 5.0 
※1  同種事業とは、庁舎の新築、改築、増築をいう（増築の場合は、増築部分のうち当該用途に供する部分に限る。）。 

※2  類似事業とは、国土交通省告示第８号 別添二 類型四 業務施設の新築、改築、増築をいう（増築の場合は、増築部分のう

ち当該用途に供する部分に限る。）。 

※3 設計管理技術者とは、設計業務の管理及び統括等を行う者をいう。 

※4 設計主任技術者とは、設計管理技術者の下で主たる技術者として設計業務を行う者をいう。 

※5 工事監理業務管理技術者とは、工事監理業務の管理及び統括等を行う者をいう。 

※6 工事監理業務主任技術者とは、工事監理業務管理技術者の下で主たる技術者として工事監理業務を行う者をいう。 

※7   各実績は、平成 23 年度以降に日本国内で業務完了又は引き渡し完了した建築物に係るものであること。 
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【別表２】技術提案評価基準（70 点） 

分類 様式 評価項目 提案テーマ 評価視点 配点 

Ａ 

業
務
全
般 

様

式

５

❘

６ 

ア）業務実施体制に関

する提案 

デザインビルド方式によ

る庁舎整備という本事業

特性に応じた、業務実施

方針と、設計・工事監

理・施工・アフターフォ

ローの総合体制 

① 本事業の基本理念・基本方針を踏まえた、事業者独自

のノウハウやアイディアを取り入れた本事業に取り組

むにあたっての明解なコンセプト・実施方針の提案 

② 設計と施工が一体的に機能し、各関係者との十分な連

携が図れる体制の提案 

③ 全社的なバックアップ手法やアフターフォローに関す

る具体的な体制の提案 

5.0 

イ）品質管理手法の提

案 

本事業の目標品質を確実

に達成するための品質管

理手法 

① 発注者の要求を的確に設計に反映し、そのプロセスも

含め管理する手法の提案 

② 設計内容だけでなく発注者の要求も理解した上で施工

品質を管理する手法の提案 

③ その他、要求水準の変更や設計変更等の際の具体的な

品質管理の手法の提案 

3.0 

ウ）コスト管理手法の

提案 

契約金額を超過しないた

めのコスト管理手法及び

長期的な維持管理費を縮

減する提案 

① 契約金額の中で設計を進める有効な手法や、事業期間

を通じてコスト縮減を図るための検討フロー等の提案 

② 激しい市況変動等のリスクを踏まえ、契約金額超過を

未然に防ぐコスト増減管理の具体的な手法の提案 

③ 建築（躯体・外装等）及び設備の長寿命化、清掃・保

守点検の容易化など、将来のランニングコストやメン

テナンス費用の縮減に向けた具体的な提案 

4.0 

エ）全体工程計画と工

程管理手法の提案 

令和11年12月28日までに

確実に新庁舎整備完了す

るための工程管理手法 

① 設計・申請・資材発注・各工事の関連とクリティカル

パスを明記した全体工程の提案 

② 設計を早期に確定するための具体的な手法等の提案 

③ 先行発注や労務確保、先行工事などＤＢの特性を活か

した具体的な手法等の提案 

3.0 

オ）地域振興・地域経

済への貢献の提案 

東彼杵町内の企業等との

連携など地域活性化に資

する取組 

① 東彼杵町内の企業との連携や、その他地域経済活性化
に資する取組について、具体的な実施方法の提案 

② 県産木材利用促進への配慮 
5.0 

小   計 20.0 

Ｂ 

設
計
業
務 

様

式

５

❘

７ 

ア）町民に開かれた施

設設計の提案 

東彼杵町のシンボルとし

て、賑わいの拠点となる

施設設計 

① 町民に開かれ親しまれる、1階交流スペースや待合、

階段・EV位置などを含む共用部の平面計画・内観デザ

イン・仕上計画等の提案 

② 東彼杵町らしい外観デザイン・仕上計画等の提案 

10.0 

イ）安全・安心な防災

の拠点としての施設設

計の提案 

災害時の事業継続性と防

災拠点としての施設設計 

① 災害時の業務継続性の確保（BCP 対応） 

② 防災拠点として施設性能の確保（ライフライン関連設

備の耐震化、内装・什器備品の工夫など）、河川氾濫に

伴う浸水を考慮した提案 

③ 一時避難拠点としての利用イメージ、防災拠点機能と

一時避難機能を両立するための具体的な提案（動線・

セキュリティライン等の工夫など） 

10.0 

ウ）執務しやすい施設

設計の提案 

町民・利用者・職員が使

いやすく、サービスの向

上が期待できる施設設計 

① 町職員の使いやすさ・働きやすさに配慮した提案 

② DX化・執務機能の効率化・時代環境の変容等に柔軟

に対応できるフレキシビリティに配慮した提案 

③ 誰もが安全で、安心して快適、便利に利用することが

できるよう配慮された、施設全体におけるユニバーサ

ルデザイン面での工夫 

10.0 

小   計 30.0 
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100.0 計 総 

分類 様式 評価項目 提案テーマ 評価視点 配点 

Ｃ 

建
設
業
務 

様

式

５

❘

８ 

ア）施工計画の提案 
環境特性に配慮した施

工計画等の提案 

① 敷地特性等に適した仮設計画 施工計画の提案 

② 騒音・振動等、周辺環境への影響を低減できる施工計画

の提案 

③ 現庁舎利用への工事影響を低減できる施工計画の提

案、施工期間中の施設利用者の安全性・住民サービス

の継続に配慮した提案 

15.0 

小   計 15.0 

Ｄ 

工
事
監
理
業
務 

様

式

５

❘

９ 

ア）工事監理の提案 品質確保、実施体制 

① 品質確保に向けた工事監理方法、体制 

② 設計・施工の各段階における町および設計者・工事監

理者・施工者との連携・調整体制 

5.0 

小   計 5.0 
合 計 70.0 

■評価の視点 

• 上に示す分類Ａ～Ｄの評価に際しては、「提案項目」に合致しているかどうか、項目ごとに的確性、実現性、創造性、業務

の理解度等について、「求める提案内容」に沿って評価する。 

• 提出された技術提案書と、プレゼンテーション及びヒアリングも踏まえ、審査委員によって総合的に評価を行う。 

 
 
 

【別表 ３】提案価格評価基準（25 点） 
評価項目 評価方法 配点 

提案価格見積書に

記載された金額 

（提案価格） 

提案価格審査の評価点は、以下の式により採点する。 

評価点＝応募者の中で最も低い提案価格／当該応募者の提示する提案価格×25点 

 

 

評価点 

 

 

満点数 

 

 

 

 

 

 

 

0点 

最低提案価格／提案価格 

 

 

25.0 

合 計 25.0 
 


